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警察庁の新たな有識者検討会
現状
自転車は、幅広い年齢層が多様な用途で利用する国民に身近な交通手段であり、近年も、国民のライフスタイルの変化等に伴い、自転車
利用のニーズが増大
自転車関連事故件数及び自転車乗用中死者・重傷者数が減少傾向にある一方で、全交通事故に占める構成比及び自転車対歩行者事故件数
は近年増加傾向
交通ルールを無視する自転車利用者に厳しい批判が寄せられており、実際に、自転車関連死亡・重傷事故の約４分の３には自転車側にも
法令違反
「第２次自転車活用推進基本計画」（令和３年５月28日閣議決定）において「自転車事故のない安全で安心な社会の実現」が目標の一つ
新たな電動モビリティも登場する中、全ての交通主体が共存するためにも、自転車の交通秩序の整序化が必要

有識者検討会の概要
上記の前提を考慮しつつ、有識者検討会では以下の点について検討を進める

自転車に関するより効果的な交通安全教育の在り方
自転車の交通違反に対する効果的な違反処理の在り方
自転車が通行しやすい交通規制の在り方

令和５年中に結論を得るべく議論を行う

１

前提となる視点
自転車の利用者を含めた全ての交通主体に自転車の交通ルールを理解・遵守してもらうことの重要性
自転車の安全な利用のため、効果的な取組を行っている関係機関・事業者等との連携をこれまで以上に強化するなど、自転車に関する交
通安全教育を一層充実させる必要性
最近の交通違反に係る検挙件数の急激な増加に対応するため、簡易迅速かつ効果的に自転車の交通違反を処理する方法を導入する必要性
自転車が快適に通行できるよう、全ての交通主体が自転車に配慮することが可能となるような交通規制の必要性

※ 令和５年中に有識者検討会を４回程度実施予定（８月30日に第１回検討会を開催）
※ 海外制度の調査結果についても有識者検討会へ報告予定
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